年間利用要望書記載における注意事項
○調整方針
１　年間利用を希望する団体を改めて調査するため、利用を希望する団体は「年間利用要望書」を提出してください。
２　要望書は各団体１枚しか提出できません。同一団体でありながら、団体名や構成員等を変更し複数枚提出するなど、不正が認められる場合は、年間利用要望書の受理をしないことがありますのでご注意ください。
３　各体育館とも大会等が優先されますので利用が制限されることがあります。
４　年間利用要望は、１コマ（１回につき２時間※準備や片付けを含む）とし、同一週内に１団体１コマを基本として調整します。ただし、希望する施設・時間に空きがある場合は、要望を認めるものとして調整します。
５　地域で活動するジュニア団体は、地元の学校施設を中心に利用していただきます。
６　当協会管理体育施設では、スポーツ目的外の営利活動でも利用できますが、スポーツイベント等が優先されますので、ご了承ください。詳細は管理者に問い合わせてください。
７　利用要望書に記載した種目以外での利用はできません。
８　施設によっては、その競技に必要な用具等が揃っていない場合があります。施設の利用を許可する教育事務所等に確認してください。
（この要望調整のために新たな用具等を購入する計画はありません）
９　利用希望が重複した場合は、施設管理者にて調整をします。
10　要望書を受理した後、不明な点及び調整のために代表者に連絡する場合がありますので、連絡先は必ず明記してください。
○今後の予定
１　２月中に年間利用団体の調整を行います。場合によっては、代表者からお集まりいただくことがあります。（その場合はあらためて連絡します。）
２　年間利用の曜日等が決まりましたら、代表者に決定内容を連絡します。
